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◇ は じ め に ◇ 

 

平成19年６月、県教育委員会は「高等学校改革プランの今後の進め方について」

により、高校再編の新たな方針・基準を示し、今後２年間をかけて、改めて再編

計画を策定することとしました。 

その後、平成20年１月に長野県高等学校長会が発表した「高校再編について（最

終まとめ）」等を参考に、平成20年６月、「長野県高等学校再編計画の骨子案」を

作成し、魅力ある高校づくりと高校の規模と配置の適正化を２つの柱とする、再

編計画の基本的な考え方を示し、旧12通学区ごとに再編計画の方向を提案しまし

た。 

これを受け、県内のいくつかの地区においては、市町村教育委員会など地元自

治体関係者やＰＴＡ・同窓会などの学校関係者による検討組織が設立され、地域

における将来の高校のあり方について、熱心な議論が行われました。 

このような検討組織からの提言や、地域の方々との話し合いを踏まえて、平成

21年３月に「第１期長野県高等学校再編計画（案）」を策定し、パブリックコメン

ト、地域懇談会を実施して、県民の皆様の意見を聞き、第１期長野県高等学校再

編計画を決定いたしました。 

県教育委員会としては、地域における、主体的で前向きな取り組みに対し、誠

意を表し、感謝申しあげるとともに、地域との協同作業のたまものであるこの再

編計画の実施にあたっては、県教育委員会、学校現場が一体となり、県民、とり

わけ地域の皆様のご理解とご協力をいただきながら、タイトルに示す、「高校生の

明日をひらく県立高校の創造」の実現に向けて努めてまいります。 

 

 平成21年６月           

                            長野県教育委員会 
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第１ 「第１期再編計画」策定の基本的な考え方 
 

  平成19年６月の「高等学校改革プランの今後の進め方」や平成20年６月に提案し９月に決
定した「長野県高等学校再編計画の骨子」（以下、「骨子」という。）等において、これまで示

してきた基本的な考え方の要点を整理し、改めて「第１期長野県高等学校再編計画」（以下、「第
１期再編計画」という。）を策定するにあたっての基本的な考え方を以下に示す。 

 
１ 高校再編については、今後の中学校卒業予定者数の推移を踏まえ、長野県高等学校改革プラ

ン検討委員会の「最終報告（平成 17年３月）」（以下「最終報告」という。）を基本に据えて、
「魅力ある高校づくり」と「高校の規模と配置の適正化」の２つの視点を柱に、県教育委員会

の最重要課題として取り組む。 
 

２ 具体的な再編計画については、「骨子」において、「魅力ある高校づくり」と「高校の規模と
配置の適正化」の２つの柱それぞれに掲げた４つの観点を指針とし、旧 12通学区ごとに提案

した再編計画の方向に沿って、「高校生の明日をひらく新たな高校を創造」する再編計画を策
定する。 

 

 

  ○ 魅力ある高校づくり  
    ・ 多様な学びの場の提供 

    ・ 専門高校の改善・充実 
    ・ 各校における魅力づくりの推進 

    ・ 高校における特別支援教育の推進 
 ○ 高校の規模と配置の適正化 

    ・ 地域の高校教育を担う学校づくり 
    ・ 地域における教育機会の保障 

    ・ 学校の適正規模の確保 
    ・ 定時制・通信制の適正配置 

 

３ その際には、各地域における検討組織や自治体関係者からの提言を尊重し、できるだけ再編
計画に生かす。 

 
４ 高校再編の実施時期の区分については、概ね平成30年頃までに実施する予定の再編計画を第 

１期とする。 
 また、平成30年以降に実施する再編計画を第２期として位置づけ、第２期再編計画につい 

ては、平成25年以降、改めて検討する。 
なお、平成19年４月以降、「これまでに実施した計画」、「これまでに決定し、実施準備中の

計画」、「再編計画（案）発表後、実施した計画」、「今回、新たに提示する計画」を第１期再編
計画と位置づけ、整理することとした。 

  
５ 今回、設置の方針は示したが、具体的な計画にまで至っていないものについては、引き続き

検討を続け、個々に計画を策定し、決定していくものとする。 
また、学校や地域からのプロポーザルについても、同様に、個々に検討していく。 

  
６ 計画の実施にあたっては、特別支援学校再編整備計画と連動させ、校地等の有効な活用に配

慮する。
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第２ 魅力ある高校づくりの推進方針 

１ 多様な学びの場の提供 

(1) 総合学科 
    総合学科は、平成12年度に塩尻志学館高校、平成19年度に中野立志館高校と丸子修学 

館高校、平成20年度に長野市立長野高校に設置され、平成21年度から蘇南高校が地域型 

総合学科高校として新たにスタートした。既設校の成果をみても、中学生の新たな選択肢 

の一つとして学校の活性化が期待されることから、今後も「最終報告」のとおり各通学区 

内に１校以上配置するという方針に従って設置を検討する。 

 

(2) 多部制・単位制 
    多部制・単位制は、平成19年度に松本筑摩高校、平成20年度に箕輪進修高校が設置さ

れ、現在の多様な生徒の実態や定時制課程で学ぶ高校生のニーズの変化等からみて必要性

が高いと考えられることから、「最終報告」のとおり各通学区内に１校以上配置するとい

う方針に従って設置を進める。 

    その際、交通の利便性の高いところであれば通学可能範囲が広くなり、より多くの生徒 

に教育機会を提供できることから、都市部での新設も視野に入れ、立地条件に配慮して設 

置を検討する。 

 

(3) 中高一貫教育 
   ア 基本的な考え方 

     平成13年の中高一貫教育検討委員会報告書を基本に据えて、配置、形態、地域のニー 

ズ等を考慮し、新しいタイプの高校のひとつとして、中高一貫教育を導入する。 

 

   イ  併設型中高一貫校の設置方針 

     弾力的・系統的な教育課程の編成が可能で、個性の伸張、学力の向上が期待できる併

設型を導入する。導入にあたっては、本県におけるモデルケースとして位置づけ、東北

信、中南信に1校ずつ設置する。 

     設置にあたっては、地域のニーズや高校の魅力づくりとの関連を考慮し、できるだけ

広域から通学できることが望ましい。 

 

   ウ 連携型中高一貫校の設置方針 

     中高間の連携には、より高い教育効果や学校の活性化などを期待する声もあることか

ら、設置にあたっては、地域や学校からの要望に配慮しながら検討していく。 

 

(4) さまざまなタイプの学校 
    進学対応型単位制高校、総合科学技術高校など、(1)～(3)以外のさまざまなタイプの高 

   校については、学校改革の選択肢の一つとして、地域や学校の状況に応じて検討すること 

   が適切である。学校や地域の検討組織からのプロポーザルを、全県的な配置を勘案して検

討する。 
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２ 専門高校の改善・充実 

(1) 基幹校について 
    少子化に伴う専門高校の規模の縮小化により、専門教育の機能や魅力の低下が危惧され

る。農業科、工業科、商業科それぞれに、産業教育審議会の答申に述べられている要件を

備え、多様な専門分野と専門性を追究することのできる体制を確保した基幹校を指定する。 

     

    基幹校は、各通学区に原則的に１校とするが、第３通学区は地理的条件に配慮し、学科 

によって複数の基幹校を配置する。 

 

通 学 区 農業に関する学科 工業に関する学科 商業に関する学科 

第１通学区 ・須坂園芸高校 ・長野工業高校 ・長野商業高校 

第２通学区 ・北佐久農業高校 ・上田千曲高校 ・小諸商業高校 

第３通学区 
・上伊那農業高校 

・下伊那農業高校 

・岡谷工業高校 

・飯田工業高校と飯田

長姫高校の統合校 

・諏訪実業高校 

第４通学区 ・南安曇農業高校 ・松本工業高校 ・穂高商業高校 

 

(2) 専門学科の特色校 
基幹校の周辺の専門高校については、学科設置の歴史的背景や地域の産業事情等を考慮

し、専門学科における特色校と位置づけ、学科の基礎的・基本的な学習に加えて、特色あ

る専門性を発揮する専門高校として魅力づくりを進める。 

 

(3) 基幹校と特色校のネットワークづくり 
基幹校と特色校が連携するネットワークづくりにより、専門的な学習を深めるとともに、

できるだけ多様な専門分野を提供して、産業教育の維持・充実を図る。 

 

(4) 基幹校の指定と再編計画 
基幹校・特色校の考え方は、専門教育を充実するためのものであり、必ずしも基幹校を

再編対象から外すということではない。地域によっては、基幹校を含む再編が必要な場合

もあり、その際には、再編後の新たな学校において、当該学科の基幹校の要件を維持して

いく。 

 

(5)  総合技術高校 
異なる専門学科の再編統合にあたっては、産業教育審議会答申に述べられている「総合

技術高校」の構想を生かした高校づくりをめざす。 

総合技術高校は、学科の規模を維持することにより、基幹校として位置づけることがで

きる。 
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３ 各校における魅力づくり 

(1) 特色学科の改善充実 
ア  基本的な考え方 

特色学科は、これまで、学力向上や学校の活性化の牽引的な役割を果たしてきた。今

後も学校の魅力づくりのひとつとして、特色学科を充実・発展させていく。 

一方、地域や学校の状況によっては、少子化や生徒のニーズの多様化などの各校の課

題に対応して教育課程を見直し、特色学科の教育を発展的に生かしたシステムに転換す

ることも必要である。 

 

イ 新学科の設置 

飯山高校２次統合にあたって、地域の高校教育を担うオールラウンドな高校づくりに

おける新たな学科として、飯山高校に探究科を設置する。また、現在、飯山高校に設置

されている体育科をスポーツ科学科に発展させる。 

 

ウ システムの転換 

 平成19年度の須坂高校に引き続き、平成21年度から岡谷南高校へ進学対応型単位制

を導入した。それに伴い、現在、岡谷南高校に設置されている英語科を平成22年度から

普通科に転換し、その教育内容については、単位制の中で発展的に生かしていく。 

 

 

(2) 普通高校の魅力づくり 
各高校において、授業の改善、指導方法の工夫に不断の努力を傾けながら、「開かれた学

校づくり」、「学力向上」、「教育課程の改善」、「キャリア教育の推進」など、教育活動のさ

まざまな領域で生徒の個性や能力を発揮させる方策を工夫し、更なる魅力づくりに取り組

む。 

 

４ 高等学校における特別支援教育の推進 

(1) 校内体制の整備 
    学校教育法の改正により、高校においても特別支援教育の推進が求められており、平成 

20年度からすべての高校で特別支援教育コーディネーターの指名、校内委員会の設置等を 

行っている。今後は、中学や特別支援学校、医療・福祉等の関係機関との連携を密にし、 

校内支援体制の整備をさらに進める。 

 

(2) 高校への特別支援学校高等部分教室の設置 
当面、各通学区に１校程度の特別支援学校高等部分教室の設置を進める。 

第１通学区の更級農業高校に続き、平成22年度には、第４通学区の南安曇農業高校に安 

曇養護学校高等部分教室を設置する。 

第２、３通学区についても、早期に設置できるよう検討を進める。 
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第３ 高校の規模と配置の適正化の推進方針 

１ 地域の高校教育を担う学校づくり 

学校数が少なく少子化の著しい旧第１、第10、第12通学区においては、高校再編により適

正な学校規模を確保し、地域の子どもたちを受け入れて、すべての生徒のさまざまな個性や能

力を伸ばすことのできるオールラウンドな高校づくりを進める。 

その際には、新しい学科の設置、多様な選択を可能にする教育課程の開発、少人数講座、習

熟度別授業、小中学校との連携など、きめ細かな指導体制の充実を図る。 

２ 地域における教育機会の保障 

小規模な地域高校については、平成19年６月に発表した「高校改革プランの今後の進め方」

に示した１学年２学級規模の定員に満たない学校の再編の基準により、地域キャンパス化（分

校化）を進め、地域における高校教育の機会の保障を図る。 

 

 １学年２学級規模の定員に満たない学校の再編基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）全校生徒数は、学校基本調査規則に基づく５月１日現在のもの。 

注２）１学級の定員は４０人。 

注３）今後地域キャンパス化（分校化）する学校についての「より小規模になった場合」

の全校生徒数とは、全学年が分校となった時点以降の分校在籍生徒数とする。 

 

【より小規模になった場合】 

２年連続して、全校生徒数が６０人以下の場合は、募集停止を検討する。 
 

ただし、卒業者の半数以上が当該高校へ入学している中学校があるときは慎重

に扱う。 

【下限規模２学級を下回る場合】 

以下のⅠまたはⅡの状態が２年連続した場合、 

① 地域キャンパス化（分校化） 

② 他校との統合（新たな高校をつくる） 

③ 募集停止 

のいずれかとする。 
 

Ⅰ 全校生徒数が１２０人以下の場合 
 

Ⅱ 全校生徒数が１６０人以下で、かつ卒業者の半数以上が当該高校へ入学して

いる中学校がない場合 
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３ 学校の適正規模の確保 

少子化による学校規模の縮小化に対しては、地域や学校などのさまざまな状況を考慮して、

高校再編によりそれにふさわしい規模の学校を創っていく。 

その際の適正規模については、標準的な教員数、教科・科目、クラブ活動の規模などを確保

することが可能な１学年６学級を標準とし、２～８学級の間で設定する。 

第１期再編計画では、「骨子」に示した中学校卒業者数の減少率が大きい地区において、高

校再編を優先的に進めていく。 

４ 定時制・通信制の適正配置 

不登校経験のある生徒など、多様な生活歴、学習歴を持つ生徒のニーズに対応するために、

多部制・単位制の設置を進め、それに伴って定時制・通信制の適正配置を図る。 

第１通学区の多部制・単位制高校については、通信制課程の併設についても検討する。 

また、各校においては、３年間で卒業できる三修制や単位制の導入等を引き続き検討してい

く。 
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第４ 旧通学区ごとの第１期再編計画 

   「骨子」に示した再編計画の方向に基づき、「これまでに決定し、実施準備中の計画」、「再

編計画（案）発表後、実施した計画」「今回、新たに提示する計画」、を旧通学区単位で示し

た。また、「これまでに実施した計画」についても第１期再編計画という位置づけの中で併

せて、記載した。 

 

１ 第１通学区の再編計画 

 

(1) 旧第１通学区（第１通学区） 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでに実施した計画】 

○ 飯山照丘高校と飯山南高校を再編統合し、飯山高校を設置した。〔平成19年度〕 
（飯山高校１次統合） 

 

【これまでに決定し、実施準備中の計画】 

○ 飯山北高校と飯山高校を再編統合し、飯山高校を設置する。（飯山高校２次統合） 
１ 対象校        飯山北高校、飯山高学校 

２ 募集開始年度     平成26年度 
３ 活用する校地校舎   飯山北高校 

４ 設置課程・学科及び   全日制 普通科３学級、スポーツ科学科（仮称）１学級 
  想定する募集学級数      探究科（仮称）２学級 

(1) 募集開始年度について 
中学校卒業者数の減少状況を考慮し、校舎改築が完了する平成26年度に募集を開始する。 

(2) 普通科について 
    学力幅に対応した少人数授業や習熟度別授業と、多様な進路希望に対応した類型選択制 

授業により、幅広い進路実現を可能とする。 
(3) スポーツ科学科について   

    これまでの体育科の成果を継承しつつ、体育理論とそれに基づく科学的トレーニング 
の研究などにより、スポーツ実技だけでない科学的な学習も充実させるなど、先進的な 

競技者、指導者の育成を目指し、さらなる発展を図る。 
(4) 探究科について 

理数科の学びを継承し、言語能力と学び方の学びを基礎・基本に、課題を見いだし解決
する「探究活動」を中心に据え、自らの課題に即した系統的な学習を深めることにより、

科学的な能力と態度を育て、コミュニケーション能力・自己表現力及び創造的な能力を高
め、さらなる発展を図る。 

高等学校再編計画の骨子に示した再編の方向 

 

○ 飯山高校の２次統合の際には、多様な資質や能力の生徒一人一人が有意義な高校生活を

送り、それぞれの進路希望を実現できるような高校として教育環境を整備し、地域の高校
教育担う学校づくりを進めていく。 
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(2) 旧第２通学区（第１通学区） 

 

 

 

 

 

 

 

 
【これまでに実施した計画】 

○ 中野高校と中野実業高校を再編統合して中野立志館高校を設置し、総合学科に転換した。 

〔平成19年度〕 

 

【今回、新たに提示する計画】 

○ 平成25年以降、須坂商業高校と須坂園芸高校を再編統合し、須坂市内に工業系を含む総 

 合技術高校を設置する。 

高等学校再編計画の骨子に示した再編の方向 

 

○ 今後の少子化の進行による学校規模の縮小化、第１通学区における専門学科の適正配置、

多くの長野市内の中学生が入学している実状などを考慮し、須坂市内の４校を３校に再編
統合し、専門学科を含む再編により、新たな魅力ある高校を配置することが適当。 

○ 再編統合の時期としては、平成25年以降の早い時期に実施することが適切。 
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(3) 旧第３通学区（第１通学区） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
【再編計画（案）発表後、実施した計画】 

○ 中条高校を長野西高校の地域キャンパスとした。〔平成21年度〕 
１ 校 名      長野西高校中条校 

２ 募集開始年度   平成21年度（独自募集） 
３ 設置課程・学科  全日制 普通科１学級 

及び募集学級数 
４ センター校    長野西高校 

５ その他 
(1) 個に応じたきめ細かな指導 

中条校独自の教育課程等によるきめ細かな指導を充実させる。１年次では国・数・英の
３教科について習熟度に応じた授業を行い、２年次からは進路希望に応じて、「進学コー

ス」「教養コース」の２つのコースに分かれて授業を行う。教育の質を確保し、生徒一人
一人を大切にし、少人数を生かした進路実現に向けての学力向上を図る。 

(2) ２つのコース制を設置 
・「進学コース」は、大学・短大等への進学を目標とし、進路希望に応じて、文系・理系

のいずれかを選択する。きめ細かな科目選択ができるよう、３年次では、多様な選択科
目を設定する。 

・「教養コース」は、実技・実習科目等を取り入れ、社会人として必要な幅広い教養を身
につけることを目標とする。 

(3) 地域に密着した教育 
    地域に密着したさまざまな活動を通して、調和のとれた人間性を、地域の人々とともに

培う中条校独自の教育内容により、地域とのかかわりを深めた教育活動を進める。 
 

【現在検討中の計画】 
○ 第２通学区の多部制・単位制高校の設置を受け、第１通学区については、長野市内への新設

も含め検討を進める。 
 

【第１期内の今後の方針】 
○ 全校生徒が160人を下回っている犀峡高校については、地域や学校関係者とともに、今後の

学校のあり方について、今年度中に検討する。 

高等学校再編計画の骨子に示した再編の方向 

 

○ 長野市内県立６校には募集定員を大きく上回る志願者があることから、１学年８学級を
上限として学校規模を確保していくことが適切。 

○ ２学級募集の地域高校については、遠距離通学が困難な生徒もいることから、地域の教
育機会を保障するという観点から、地域キャンパス（分校）として地域に学びの拠点を置

くことが適当。 
○ 中条高校については、平成21年度から長野西高校の地域キャンパス（分校）とする。 

○ 多部制・単位制高校については、第２通学区の多部制・単位制高校が、しなの鉄道沿線
に設置された場合、人口が多くニーズの高い長野市内に設置することが適切。 

○ 多部制・単位制高校の設置にあたっては、第１通学区全体の中で定時制、通信制課程の

適正配置を合わせて考えていく必要がある。 
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(4) 旧第４通学区（第１通学区） 

 

 

 

 

 

 

 

【現在検討中の計画】 

○ 旧第４通学区の高校関係者や学識経験者により設立された「旧第４通学区の高校教育を考 
える会」の高校再編に関する提言等を参考にし、専門学科を含む再編統合や新しいタイプの 

学校づくり等の魅力ある高校づくりを検討していく。 
 

 

第１通学区の公立高等学校の配置（平成21年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校再編計画の骨子に示した再編の方向 

 

○ 旧第２通学区での再編計画や旧第３通学区の長野市内校の学校規模の状況を見ながら、併

行して高校再編を検討する必要があり、その際には、専門学科を含む再編統合や新しいタイ

プの学校づくり等の魅力ある高校づくりを検討していく。 

 

栄村 

木島平村 

高山村 

山ノ内町 

野沢温泉村 

  

小川村 

信州新町 

  
飯山市 

須坂市 

 

坂城町 

信濃町 

中条村 

千曲市 

小布施町 

飯山北 飯山(第１次) 
中野立志館 

須坂園芸 

須坂商業 

須坂東 

更級農業 

須坂 

中野西 

長野南 

松代 

篠ノ井 

屋代 

屋代南 

坂城 

飯綱町 

長野市 

1 

2 
3 

4 

市立皐月 

市立長野 

中野市 

下高井農林 

  1  旧通学区番号  

  は、旧通学区境界 

旧第１通学区：下高井郡（木島平村、野沢温泉村）、下水内郡、飯山市 

旧第２通学区：上高井郡、須坂市、下高井郡（山ノ内町）、中野市 

旧第３通学区：上水内郡、長野市のうち旧第４通学区に係る地域を除いた区域 

旧第４通学区：埴科郡、千曲市、長野市（旧篠ノ井市、旧更級郡川中島町、 

同信更村、同更北村、同大岡村、旧埴科郡松代町 

北部 

長野 

長野吉田 

長野吉田戸隠分校 

長野東 

長野工業 

中条 

長野西中条校 

犀峡 

長野商業 

長野西 

飯山南 
（平成21年３月末に閉校） 

飯山照丘 
（平成21年３月末に閉校） 

中野実業 
（平成22年３月末に閉校） 

中野 
（平成21年３月末に閉校） 
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２ 第２通学区の再編計画 

 

(1) 旧第５通学区（第２通学区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでに実施した計画】 

○ 丸子実業高校を総合学科に転換し、丸子修学館高校に校名変更した。〔平成19年度〕 

  

【今回、新たに提示する計画】 

○ 東御清翔高校を多部制・単位制に転換する。 

 

 

 

(2) 旧第６通学区（第２通学区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今回、新たに提示する計画】 

○ 平成25年以降、北佐久農業高校、臼田高校及び岩村田高校工業科を再編統合し、臼田高校の
校地も利用して、総合技術高校を設置する。岩村田高校は普通高校とする。 

高等学校再編計画の骨子に示した再編の方向 

 

○ 都市部では1学年８学級程度の学校も必要であることから、当面、現状の学校数を維持す

ることが適切。 

○ 魅力ある高校づくりについては、定時制の志願者数の多い高校があることや義務教育関係

者からの要望などを考えると、多部制・単位制高校をこの地区に設置することが適切。その

際には、交通の利便性を考慮してしなの鉄道沿線の駅に近い学校に設置することが望ましい

と考えられ、第２通学区全体の中で定時制の適正配置を合わせて考えていく。 

 

高等学校再編計画の骨子に示した再編の方向 

 

○ 都市部周辺の小規模な高校については、生徒の確保が困難になっている高校もあることか
ら、地域キャンパス化等の新たな再編基準を基本に据えて、将来のあり方を考えていく。 
○ 交通の利便性が高く高校数の多い佐久市街地において再編統合を進めることが適当であ

り、その際には、佐久市街地の５校を４校とし、専門学科を含む再編統合や普通科と専門学

科の適正配置により、新たな魅力ある高校を配置していく。 
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第２通学区の公立高等学校の配置（平成21年４月１日現在）          

     

    旧通学区番号  

 

  は、旧通学区境界 

立科町 

川上村 

小海町 

南相木村 
南牧村 

北相木村 

小諸市 

 

佐久市 

東御市 

御代田町 

軽井沢町 上田市 青木村 
軽井沢 

小諸商業 

小諸 

北佐久農業 

望月 

蓼科 

臼田 

小海 

岩村田 

野沢北 

野沢南 

佐久穂町 

長和町 

５ 

６ 

６ 

旧第５通学区：小県郡、上田市、東御市 

旧第６通学区：南佐久郡、北佐久郡、小諸市、佐久市 

東御清翔 

上田東 

上田 

上田千曲 

丸子修学館 

上田染谷丘 
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３ 第３通学区の再編計画 

 

(1) 旧第７通学区（第３通学区） 

 

 

 

 

 

 

【再編計画（案）発表後、実施した計画】 
○ 岡谷南高校に進学対応型単位制を導入した。〔平成21年度〕 

１ 平成 21年度から単位制を導入し、学期ごとに単位認定するシステム（セメスター制）を
採用した。加えて、現在の英語科の教育内容を普通科において柔軟に発展させ、平成 22年

度からは、普通科の進学対応型単位制高校として、さらに教育システムを整備する。 
２ 平成 21年度の生徒募集にあたっては、移行措置として、普通科と英語科のくくり募集を

行った。平成 22年度からは、英語科を普通科に転換し、単位制の中で生徒の希望に応じて
専門のコースで学ぶことにより、英語科の教育を受けられるように対応していく。 

 

【現在検討中の計画】 

○ 旧第７通学区の高校再編に関しては、生徒の流出等の課題を解決するため、進学対応型単位

制高校の設置以外に、継続的に、新しいタイプの学校の導入や学校規模の適正化について検討

を進める。 

 

 

(2) 旧第８通学区（第３通学区） 

 

 

 

 

 

 

【これまでに実施した計画】 

○ 箕輪工業高校に上伊那農業高校定時制を統合し、多部制・単位制に転換した。転換に伴い、 

箕輪進修高校に校名を変更した。〔平成20年度〕 

  

【第１期内の今後の方針】 

○ 骨子に示した方針に基づき、当面、現在の学校数を維持する。 
 

○ 箕輪進修高校の入学状況等から、多部制・単位制高校へのニーズが高いと考えられるので、 

システムの充実、発展を推進する。 

 

高等学校再編計画の骨子に示した再編の方向 

 

○ 地区の課題である生徒の流出等を解決する新しいタイプの学校の導入や学校の適正規模

を検討し、早期に再編を進める必要がある。 

高等学校再編計画の骨子に示した再編の方向 

 

○ 地域高校以外の普通科をもつ高校がほぼ適正規模を確保していること、農業高校と工業高

校が１校ずつ配置されていることから、当面、現状の学校数を維持することが適当。 
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(3) 旧第９通学区（第３通学区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでに決定し、実施準備中の計画】 

○ 飯田工業高校と飯田長姫高校の再編統合を実施する。 
１ 対象校         飯田工業高等学校（全日制・定時制）、 

飯田長姫高等学校（全日制・定時制）【統合】 
２ 募集開始年度      平成25年度 

３ 活用する校地校舎    飯田長姫高等学校 
４ 設置課程・学科及び   全日制 工業科５学級（機械系１、電子機械系１、 

想定する募集学級数       電気電子系１、建築系１、土木系１） 
商業科２学級（商業系２） 

定時制 普通科１学級 工業科１学級（機械系１） 
５ その他 

(1) 募集開始年度について 
中学校卒業者数の減少状況を考慮し、施設設備の整備が完了する平成25年度に募集を開

始する。 
(2) 統合校の学校規模について 

旧第９通学区の将来的な生徒数を考慮すると、統合校は、基本的に１学年６学級規模の
安定した生徒数を確保できる専門高校として将来構想する。 

開校時は、両校とも現在４学級募集である現状から、旧第９通学区の総募集定員の推移
を考慮し７学級募集とする。 

(3) 統合校の概要 

飯田工業高等学校と飯田長姫高等学校の既存学科を生かし、各学科の専門性を追究する

とともに、学科横断的に、地域環境、起業等の学校設定科目や工業と商業の基礎科目を相

互に履修するなど、「ものづくりの拠点校」にふさわしい総合技術高校を構想する。 

高等学校再編計画の骨子に示した再編の方向 

 

○ 飯田工業高校と飯田長姫高校の統合による飯田新校は、全日制は基本的には１学年６学級

規模の安定した生徒数を確保できる専門高校として将来構想することが適当。 

○ 両校とも現在４学級募集である現状から、旧第９通学区の総募集定員の推移を考慮し、開

校時は７学級募集とし、定時制については２学級募集とすることが適当。 
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第３通学区の公立高等学校の配置（平成21年４月１日現在）

岡谷南 

岡谷東 

岡谷工業 

富士見 

諏訪実業 

諏訪清陵 

諏訪二葉 

下諏訪向陽 

     

    旧通学区番号  

 

    は、旧通学区境界 

原村 

富士見町 

高森町 

飯島町 
中川村 

箕輪町 

辰野町 

宮田村 

大鹿村 

下条村 

天龍村 

喬木村 

平谷村 阿南町 

豊丘村 

松川町 

駒ヶ根市 

根羽村 
売木村 

茅野市 
諏訪市 

岡谷市 

下諏訪町 

泰阜村 

飯田市 

阿南 

飯田風越 

飯田工業 

阿智 

飯田 

飯田長姫 

松川 

赤穂 

駒ヶ根工業 

伊那弥生ヶ丘 

辰野 

箕輪進修 

茅野 

南箕輪村 

伊那市 

阿智村 

７ 

８ 

９ 

７ 

下伊那農業 

旧第７通学区：諏訪郡、岡谷市、諏訪市、茅野市 

旧第８通学区：上伊那郡、伊那市、駒ヶ根市 

旧第９通学区：下伊那郡、飯田市 

上伊那農業 

高遠 

伊那北 
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４ 第４通学区の再編計画 

(1) 旧第10通学区（第４通学区） 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでに実施した計画】 

○ 木曽高校と木曽山林高校を再編統合し、木曽青峰高校を設置した。〔平成19年度〕 

  

【再編計画（案）発表後、実施した計画】 

○ 蘇南高校を総合学科に転換した。〔平成21年度〕 

１ 対象校        蘇南高等学校【総合学科転換】 
２ 募集開始年度     平成21年度 

３ 設置課程・学科    全日制 総合学科２学級 
   及び募集学級数 

４ その他 
(1) 「開拓者の精神を具現することのできる学校」という建学の精神に基づいて、地域社 

会の期待に応えられる人材の育成を目指す。 
(2) 「産業社会と人間」を中心とする充実したキャリア教育と、３つの系列の多様な選択科

目により、生徒が自らの進路を主体的に切り拓き、実現できるよう支援するシステムを構
築する。 

(3) ３つの系列を設置 
・「文理系列」には、大学等のさまざまな学部の受験に対応した選択科目を置く。受験だ

けでなく、社会人としての教養を高める科目や基礎学力を養う科目も設置する。 
・「ものづくり系列」には、これまでの工業科の伝統を生かし、電気や機械をベースにし

たものづくりに関する科目を設置する。 
・「経営ビジネス系列」には、これまでの商業科の伝統を生かし、社会の仕組みを学び、

ビジネスに生かせる選択科目を設置する。 
(4) 資格取得を目指す科目を開講し、幅広いライセンスの取得に挑戦する意欲を養う。 

(5) 少人数による授業講座、ホームルームの編成により、きめ細かく、一人一人に目の届く
学校づくりを進める。 

(6) 数学、英語における習熟度別授業を実施し、幅広い学力に対応して、伸びる力を「伸ば

す」指導の充実を図る。 

高等学校再編計画の骨子に示した再編の方向 

 

○ 蘇南高校においては、地域の要望を踏まえ、現在の学科の学習環境を残しながら入学後

の生徒の希望に応じて授業が選べるように、平成21年度から、普通、工業、商業の系列を

もった地域型の総合学科を設置し、地域の高校教育を担う学校づくりを進める。 
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(2) 旧第11通学区（第４通学区） 

 

 

 

 

 

 

【これまでに実施した計画】 

○ 松本筑摩高校に松本工業高校定時制を統合し、多部制・単位制に転換した。 

〔平成19年度〕 

 

【第１期内の今後の方針】 

○ 骨子に示した方針に基づき、現在の学校数を維持し、各校ごとの魅力づくりを推進する。 

 

 

 

(3) 旧第12通学区（第４通学区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今回、新たに提示する計画】 

○ 再編計画第１期内に、大町高校と大町北高校を再編統合し、適正な学校規模を持った新し

い高校を設置する。 

 

 

高等学校再編計画の骨子に示した再編の方向 

 

○ 当面は現在の学校数を維持し、社会の変化や生徒のニーズに対応した各校の魅力づくりを

推進する。 

高等学校再編計画の骨子に示した再編の方向 

 

○ 普通科のある３校については、今後の少子化の影響が避けられないことから、平成28年

頃を目途に３校のうち２校を再編統合することが適切。 

○ 統合校には地元の生徒の多くが入学することを想定して、地域を支える人材としてそれぞ

れの進路希望が達成できるような、地域の高校教育を担う学校づくりを進める。 
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第４通学区の公立高等学校の配置（平成21年４月１日現在）

     

    旧通学区番号  

 

 は、旧通学区境界 

松川村 

 
小谷村 

波田町 
山形村 

大桑村 

上松町 

南木曽町 

  

 

白馬村 

塩尻市 

木祖村 

朝日村 

池田町 麻績村 

南安曇農業 

明科 

穂高商業 

白馬 

松本工業 

松本深志 

松本美須々ヶ丘 

豊科 

池田工業 

梓川 

木曽青峰 

 
蘇南 

松本蟻ヶ崎 

松本筑摩 

松本市 

安曇野市 

大町市 

木曽町 

生坂村 筑北村 

12 

11 

10 

12 

王滝村 

松本県ヶ丘 

大町北 

大町 

塩尻志学館 

田川 

旧第10通学区：木曽郡 

旧第11通学区：東筑摩郡、安曇野市、松本市、塩尻市 

旧第12通学区：北安曇郡、大町市 

木曽山林 
（平成21年３月末に閉校） 

木曽 
（平成22年３月末に閉校） 
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第５ 再編校の募集開始までのスケジュールと再編統合の手順 

１ 基本方針 

(1) 地区によって少子化の進行状況や再編のあり方が異なることから、個々の再編計画ごと
に実施年度等のスケジュール、活用する校地・校舎等を定めた実施計画を策定し、順次実

施する。 

 

(2) 実施にあたっては、教育課程の編成、施設・設備の準備などのための期間や、中学生の
進路選択に支障のないよう関係者の理解を進める期間を設け、そのスケジュールに従って

実施する。 

 

(3) 飯山高校の１次統合、中野立志館高校、木曽青峰高校の新設の場合は、新設校に新入生
が在籍し、統合前の高校に在校生が卒業まで在籍するという形をとり、在校生の卒業時に

統合前の高校を閉校するという手順を踏んでいる。一方、統合による新設校の開校と同時

に、統合前の２校の在校生も含め、全員が一斉に新設校の生徒になるという方法もある。

校舎の収容能力や施設・設備のあり方も含め、どちらが適当か十分に検討して進める。 

 

(4) 再編対象校に在籍する生徒については、入学時の教育課程を保障し、教科の学習や特別活
動等に支障のないよう適切な措置を講じる。 

 

２ 具体的な再編作業について 

 再編計画決定後は、再編対象校における準備組織（新校準備委員会）の検討や、地域の声を

参考に、県教育委員会において個別の実施計画を策定する。 

 また、再編計画（案）発表後に行った「高校再編に係る懇談会」などで、「再編により誕生す

る新たな学校には、地域の声も反映してほしい。」という声を踏まえ、地域の声を実施計画の内

容に生かすための組織（地域懇話会）を必要に応じて設置する。 

 実施計画決定後は具体的な新校の開校準備を行っていく。 

 

(1) 新校準備委員会 
      再編対象校の教職員を中心に構成され、再編対象校の目指す学校像や、教育課程等を教

育現場の立場から検討する。 

    実施計画策定後は新校のスタートについて、具体的な事項を検討し、開校準備を行う。 

 

(2) 地域懇話会 
自治体及び地域関係者、有識者、学校関係者（保護者、校長、同窓会）などから構成し、

地域の求める学校像や新校のあり方などについて、県教育委員会、新校準備委員会に提言

する。 

 

(3) 新校準備委員会と地域懇話会の連携 
新校準備委員会と地域懇話会は、校長などを通して情報交換し、相互に連携して、地域

のニーズにあった学校像を構想していく。 
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地 

域 

の 

求 

め 

る 

学 

校 

像 

 

３ 主なスケジュール 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新校の生徒募集・新校スタート 

 

・新校の教育課程の決定 

・施設設備等の整備 

・校名 

・校歌・校章   

・学校目標 

・制服・校則 

・ＰＴＡ  など 

・生徒募集の準備 

県教育委員会 学校・新校準備委員会 地域・学校関係者 

● 統合事件案 

● 設置条例の一部改正 

個別の実施計画の決定 

新校準備委員会の設置 

県議会に 
おいて審議 

県議会に 
おいて審議 

・募集開始年度 
・活用する校地・校舎 
・設置課程、学科及び 
想定する学級数 
など 

検討内容 

・目指す学校像 

 

・教育課程 

 
 
・必要設備の洗い
出しなど 

 

再編計画の決定 
（平成21年６月） 

地域懇話会の設置 

連携 

連携 
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４ 再編統合の手順 

 (1) ２校の再編統合の場合 

（Ａ校とＢ校が統合し、Ｃ校となり、Ａ校の校地・校舎を活用する。） 

【例１】平成25年度に一斉統合 

    〔Ａ校、Ｂ校で入学した生徒が、Ｃ校への再編により、Ｃ校で卒業する場合〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【例２】平成23年度から年次進行で統合し、平成25年度に統合完了 

    〔Ａ校、Ｂ校で入学した生徒が、そのままＡ、Ｂ校で卒業する場合〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Ｃ高校の募集開始 

 

■Ａ高校の校地・校 

舎を活用したＣ高 

校の完成 

■Ｃ高校の募集開始 

■Ａ高校の校地・校 

舎を活用したＣ高 

校の完成 

（Ａ高校　校地校舎） （Ｂ高校　校地校舎）

Ａ高校　Ｈ２１入学生 ３年 Ｂ高校　Ｈ２１入学生

Ａ高校　Ｈ２２入学生 ２年 Ｂ高校　Ｈ２２入学生

Ａ高校　Ｈ２３入学生
（３年時Ｃ高校を自覚）

１年
Ｂ高校　Ｈ２３入学生
（３年時Ｃ高校を自覚）

（Ａ高校　校地校舎） （Ｂ高校　校地校舎）

Ａ高校　Ｈ２２入学生 ３年 Ｂ高校　Ｈ２２入学生

Ａ高校　Ｈ２３入学生
（３年時Ｃ高校を自覚）

２年
Ｂ高校　Ｈ２３入学生
（３年時Ｃ高校を自覚）

Ａ高校　Ｈ２４入学生
（２年時Ｃ高校を自覚）

１年
Ｂ高校　Ｈ２４入学生
（２年時Ｃ高校を自覚）

Ｈ２３年度

（統合前々年度）

Ｈ２４年度

（統合前年度）

Ｈ２５年度

（統合１年目）
Ｃ高校　１年生
（Ｈ２５入学生）

Ｃ高校　２年生
（元Ａ・Ｂ高校　Ｈ２４入学生）

Ｃ高校　３年生
（元Ａ・Ｂ高校　Ｈ２３入学生）

（元Ａ高校　校地校舎　→　Ｃ高校　校地校舎）

生徒募集の際に、３年生になったとき、統合によりＣ高校となることを周知。

生徒募集の際に、２年生になったとき、統合によりＣ高校となることを周知。

Ｃ高校の生徒募集を周知。

移　転

（Ａ高校・Ｃ高校　校地校舎） （Ｂ高校　校地校舎）

Ａ高校　Ｈ２１入学生 ３年 Ｂ高校　Ｈ２１入学生

Ａ高校　Ｈ２２入学生 ２年 Ｂ高校　Ｈ２２入学生

（Ａ高校・Ｃ高校　校地校舎） （Ｂ高校　校地校舎）

Ａ高校　Ｈ２２入学生 ３年 Ｂ高校　Ｈ２２入学生

Ｈ２３年度

（統合1年目）

Ｈ２４年度

（統合２年目）

Ｈ２５年度

（統合３年目）

Ｃ高校　１年生　（Ｈ２５入学生）

Ｃ高校　２年生　（Ｈ２４入学生）

Ｃ高校　３年生　（Ｈ２３入学生）

（元Ａ高校　校地校舎　→　Ｃ高校　校地校舎）

Ｃ高校　１年生　（Ｈ２３入学生）

Ｃ高校　１年生　（Ｈ２４入学生）

Ｃ高校　２年生　（Ｈ２３入学生）

Ｃ高校の生徒募集。

Ｃ高校の生徒募集を周知。

Ｃ高校の生徒募集。
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(2) 単独転換の場合（Ａ校が総合学科、多部制単位制などに転換し、Ｂ校になる） 

【例３】平成25年度から一斉に転換（学科転換等を機に校名を変更） 

    〔Ａ校に入学した生徒が、校名変更によりＢ校で卒業する場合〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例４】平成23年から年次進行で転換し、平成25年度に転換完了 

    〔Ａ校で入学した生徒が、そのままＡ校で卒業する場合〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Ｂ高校の募集開始 

 

■Ａ高校からＢ高校

へ一斉に校名変更 

■Ｂ高校の募集開始 

■Ａ高校からＢ高校

への転換完了 

（Ａ高校）

３年 Ａ高校　Ｈ２１入学生

２年 Ａ高校　Ｈ２２入学生

１年
Ａ高校　Ｈ２３入学生
（３年時Ｂ高校を自覚）

（Ａ高校）

３年 Ａ高校　Ｈ２２入学生

２年
Ａ高校　Ｈ２３入学生
（３年時Ｂ高校を自覚）

１年
Ａ高校　Ｈ２４入学生
（２年時Ｂ高校を自覚）

Ｂ高校　３年生
（元Ａ高校　Ｈ２３入学生）

Ｂ高校　２年生
（元Ａ高校　Ｈ２４入学生）

Ｂ高校　１年生
（Ｈ２５入学生）

Ｈ２３年度

（転換前々年度）

Ｈ２４年度

（転換前年度）

Ｈ２５年度

（転換１年目）

（元Ａ高校　→　Ｂ高校）

生徒募集の際に、３年生になったときの校名変更を周知。

Ｂ高校の生徒募集を周知。

生徒募集の際に、２年生になったときの校名変更を周知。

（Ａ高校・Ｂ高校）

３年 Ａ高校　Ｈ２１入学生

２年 Ａ高校　Ｈ２２入学生

Ｂ高校　１年生
（Ｈ２３入学生）

（Ａ高校・Ｂ高校）

３年 Ａ高校　Ｈ２２入学生

Ｂ高校　２年生
（Ｈ２３入学生）

Ｂ高校　１年生
（Ｈ２４入学生）

Ｂ高校　３年生
（Ｈ２３入学生）

Ｂ高校　２年生
（Ｈ２４入学生）

Ｂ高校　１年生
（Ｈ２５入学生）

Ｈ２３年度

（転換１年目）

Ｈ２４年度

（転換２年目）

Ｈ２５年度

（転換３年目）

（元Ａ高校　→　Ｂ高校）

Ｂ高校の生徒募集。

Ｂ高校の生徒募集を周知。

Ｂ高校の生徒募集。
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1. 第１期高等学校再編計画の概要 

2. 公立高等学校数と入学者の推移（全日制） 

3. 平成21年度公立高等学校募集学級数別一覧（全日制） 

4. 高等学校再編計画（高等学校改革プラン）の検討及び実施経過 
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○○○○ は活用する校地校舎　　　　　　　　　　　　　は再編後の学校名

　

第
４
通
学
区

（
中
信

）

第
２
通
学
区

（
東
信

）

　

第
３
通
学
区

（
南
信

）

これまでに決定し、
実施準備中の計画

　

今回、新たに提示する計画
現在検討中の計画

第
１
通
学
区

（
北
信

）

通
学
区

これまでに実施した計画

　

統合
　　      H19

多部制・単位制　H19

総合学科 H19

中野実業

多部制・単位制 H20

木曽山林

統合
　　　総合学科 H19

統合
　　　　H19

松本筑摩

飯 山 南

丸子実業

飯　 山

中野立志館

箕輪工業

 木　曽

 木曽青峰

飯田工業

飯田長姫

統合

蘇　南

地域型総合学科　H21

２次
統合　　  H26

飯 山 北

飯　 山

中　条 長野西
中条校

地域キャンパス　H21

中　野

飯山照丘

飯　 山

・多部制・単位制高校の設置

箕輪進修

上伊那農業
定時制

丸子修学館

Ｈ25

蘇　南

松本工業
定時制

松本筑摩

  東御清翔  　多部制・単位制

・中高一貫校
　の設置
 （併設型）

・中高一貫校
　の設置
 （併設型）

総合技術
高　　校

須坂園芸

須坂商業

総合技術
高　　校

統合

北佐久農業

岩村田(工）

臼　田 総合技術
高　　校

大 町

大町北
統合

普通高校

統合

＊再編計画（案）発表後に実施

＊再編計画（案）発表後に実施

・総合学科の設置

 

 

 
 

第１期高等学校再編計画の概要 
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年
　
　
　
度

平
成
元

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

12
1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

25
2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

入
学
者
数

28
,0

16
28

,0
08

25
,8

48
25
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高等学校再編計画（高等学校改革プラン）の検討及び実施経過 

 

○ 高等学校改革プラン検討委員会の設置 

〈設置期間〉 H16.1.13～H17.3.31（14回開催） 

    〈設置目的〉 「多様化する生徒の希望に応えることができる、魅力ある高等学校づくり」と「生徒数の

減少や４通学区制の実施等に対応した高等学校の適正な規模及び配置」について検討する

ために設置 

〈委員構成〉 県内外の有識者８名により構成 

 

・ 高等学校改革プラン検討委員会中間まとめ公表（H16.8.30） 

〈目  的〉 検討委員会の審議の参考とするため、これまでの検討内容を「中間まとめ」として作成し、

内容に対する県民からの意見を聴取する。 

 

・ 高等学校改革プラン懇話会の設置 

〈設置期間〉 H16.8.12～H17.3.31（6回開催） 

〈設置目的〉 「中間まとめ」に関して、幅広く県民の皆様から意見を聴くことを目的として設置。意見

を集約して検討委員会に報告する 

〈委員構成〉 市町村長、保護者、民間企業者、学校長、職員団体の代表（計30名）により構成 

 

・ 地域懇談会の開催（H16.9～H16.10） 

〈開催会場〉 県内12会場（旧12通学区毎） 

〈参加者数〉 約1,300名 

 

○ 高等学校改革プラン検討委員会最終報告の提出（H17.3.29） 

高校改革を検討するための「大枠ルール」や「魅力づくりのための様々なアイディア」を提案 

 

○ 高等学校改革プラン推進委員会の設置 

〈設置期間〉 H17.5.29～H18.3.31（４つの通学区の延べ開催回数70回） 

〈設置目的〉 高校改革プラン検討委員会の最終報告を踏まえ「魅力ある高校づくり」「県立高校の再編

整備」「総合学科高校、多部制・単位制高校の配置」等について検討するために設置 

〈委員構成〉 ４つの通学区それぞれに、市町村長、市町村教育委員会、有識者、保護者、学校長、教員

（計14名）により構成 [14名×4通学区＝56名] 

・ 県立高校再編整備候補案の提示（H17.6.24教育委員会臨時会で決定） 

・ 高校改革プランに係る意見募集の実施（H17.12～H18.1） 

 

○ 高等学校改革プラン推進委員会報告書の提出（H18.1～H18.2） 

「魅力ある高校づくり」「県立高校の再編整備」「総合学科高校、多部制・単位制高校の配置」などについ

ての検討結果について報告 

 

・ 高校改革プラン説明会の開催（H18.2） 

〈開催会場〉 県内８会場（各通学区毎２会場） 

〈参加者数〉 約1,800名 
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○ 高等学校改革プランの実施計画の策定（H18.3.30） 

 

・ 高等学校改革プラン実施計画地域説明会の開催（H18.4） 

〈開催会場〉 県内12会場（旧12通学区毎） 

〈参加者数〉 約1,500名 

 

○ 再編整備対象校における準備の開始・校内準備委員会の設置（H18.4～） 

 

○ 高等学校の統合に関する議案審議〔９月県議会臨時会（H18.9.13～15）〕 

９月県議会臨時会において、高等学校設置条例第３条の規定に基づく、高等学校の統合に関する議会の同

意を得るための議案９件について審議いただいたところ、３件について同意され、６件が不同意とされた。 

 

○ 平成19年度再編計画実施 

・統合等後の新校名は、各校において一般公募及び校内検討を経て選定し、平成18年12月議会における

「高等学校設置条例の一部を改正する条例案」の可決により決定（施行は平成19年4月） 

・再編整備に伴う施設整備及び準備・運営に係る経費を平成18年度補正予算、平成19年度・平成20年度

当初予算で計上 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成20年度再編計画実施 

・平成19年12月議会における「高等学校設置条例の一部を改正する条例案」の可決により、箕輪工業高校

の多部制・単位制転換後の校名が箕輪進修高校と決定（施行は平成20年4月） 

 

 

 

 

 

○ 高等学校改革プランの今後の進め方〔教育委員会定例会（H19.6.14）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成19年度実施校 

 ・ 飯山照丘・飯山南高校→飯山高校（統合） 

 ・ 中野・中野実業高校→中野立志館高校（統合、総合学科） 

 ・ 木曽・木曽山林高校→木曽青峰高校（統合） 

 ・ 丸子実業高校→丸子修学館高校（総合学科） 

 ・ 松本筑摩高校が多部制・単位制に転換し、松本工業定時制を統合 

 平成20年度実施校 

 ・ 箕輪工業高校が多部制・単位制に転換し、上伊那農業定時制を統合 

 

 ・ 高等学校改革プラン検討委員会の「最終報告」（H17.3.29）を基本に据えて、継続
して高校再編を進める。 

 ・ 地域における高校教育の機会を保障する観点から地域キャンパス化（分校化）等の
新たな方針・基準を設定 

 ・ 教育関係者の意見を聞きながら、地域との協議を重ね、概ね２年をかけて検討を進
める。 

   一斉実施でなく、まとまったところから順次実施していく。 
 ・ 凍結した計画についてはいったん取り下げ、改めて再編計画を策定する。 
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○ 校長会の意見 

  ・「高校再編について（中間まとめ）」（平成19.11.16公表） 

  ・「高校再編について（最終まとめ）」（平成20.１.31公表） 

 

○ 高等学校再編計画の骨子の作成（骨子案H20.6.11） 

・高等学校再編計画の骨子案に対する意見募集の実施（H20.６～H20.７） 

・地域懇談会の開催（H20.７～H20.８） 

〈開催会場〉 県内12会場（旧12通学区毎） 

〈参加者数〉 約1,000名 

 

○ 高等学校再編計画の骨子の決定（H20.9.9決定） 

 

○ 第１期長野県高等学校再編計画（案）の作成（H21.3.18） 

・高等学校再編計画(案)に対する意見募集の実施（H21.3～H21.4） 

・地域懇談会の開催（H21.4） 

〈開催会場〉 県内４会場 

〈参加者数〉 約200名 

 

○ 平成21年度再編計画実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成21年度実施校 

 ・ 中条高校が長野西高校の地域キャンパスとなり、長野西中条校が開校。 

 ・ 蘇南高校が総合学科に転換。 
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「高校生の明日をひらく県立高校の創造」 

第１期長野県高等学校再編計画 

 

 
 
【お問い合わせ】 

長野県教育委員会事務局 高校教育課 高校改革推進係 

 

〒380-8570（専用郵便番号） 

長野県長野市南長野幅下692-2 長野県庁8階 

電 話 026-235-7452  FAX 026-235-7488 

電子メール  koko@pref.nagano.jp 
ホームページ http://www.pref.nagano.jp/kenkyoi/ 
 

 


